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1. 実 査 対 象 案 件 の 抽 出 ⽅ 法 に つ い て、 以 下 の 点 を 教 え て 頂 き た い。   

a. 抽 出 ⺟ 数 は 「実 施 状 況 の 確 認 調 査 報 告」 で ⽰ さ れ て い た 51 件 か。   
b. う ち 6 件 と い う 抽 出 数 に し た の は な ぜ か。   
c. 6 件 の う ち 2 件 が ⾵ ⼒ 発 電 案 件 で あ る こ と で、 分 析 に 偏 り が ⽣ じ る 恐 れ を 考 慮 し な かっ 
た の か （も し く は、 分 析 の 対 象 と す る 影 響 が 含 ま れ な い こ と を 明 記 す べ き で は な かっ 
た か）。   

d. 先 住 ⺠ 族 が 影 響 を 受 け る 案 件 を 抽 出 し な かっ た 理 由 は な ぜ か。   
2. 住 ⺠ へ の ヒ ア リ ン グ を ⾏っ た 2 案 件 に つ い て、 以 下 の 点 を 教 え て 頂 き た い。   

a. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 選 定 ⽅ 法 （貴 ⾏ は 事 業 者 を 通 し て ヒ ア リ ン グ を 調 整 し た と 
の こ と で あっ た が、 ど の よ う な 住 ⺠ を ヒ ア リ ン グ の 対 象 と し て 事 業 者 に 調 整 を 依 
頼 し た の か。 ま た、 事 業 者 は ど の よ う に 住 ⺠ を 選 定 し た の か。）  

b. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 中 に 騒 ⾳ 基 準 超 過 が 確 認 さ れ た 地 域 （ P.5-6 ） の 住 ⺠ が 含 ま 
れ る か。   

c. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 中 に 建 設 業 者 を 相 ⼿ 取っ た 訴 訟 （ P.7 ） を ⾏っ た 住 ⺠ が 含 ま 
れ る か。   

d. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 中 に ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 及 び ⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失 の 対 象 者 （ P.8 ） 
が 含 ま れ る か。   

e. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 中 に 第 三 者 か ら の 指 摘 （ P.9 ） を ⾏っ た 住 ⺠ が 含 ま れ る か。   
f. ヒ ア リ ン グ 対 象 住 ⺠ の 中 に 当 該 事 業 の 建 設 及 び 稼 働 に 係 る 労 働 者 は 含 ま れ る か。   
g. 住 ⺠ へ の ヒ ア リ ン グ の 際、 事 業 者 や 政 府 関 係 者 等 に よ る 同 席 の 有 無   

3. 住 ⺠ へ の ヒ ア リ ン グ を ⾏ わ な かっ た 4 案 件 に つ い て、 以 下 の 点 を 教 え て 頂 き た い。   
a. ヒ ア リ ン グ を ⾏ わ な かっ た 各 案 件 ご と の 理 由   
b. 騒 ⾳ 基 準 超 過 が 確 認 さ れ た 地 域 （ P.5-6 ） の 住 ⺠ が 含 ま れ る か。   
c. ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 及 び ⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失 が ⾏ わ れ た 2 案 件 （ P.8 ） が 含 ま れ る か。   
d. 第 三 者 か ら の 指 摘 （ P.9 ） を ⾏っ た 住 ⺠ が 含 ま れ る か。 含 ま れ る 場 合 は そ の 指 摘 内 
容   

4. ESIA 報 告 書 で は な く 環 境 管 理 計 画 及 び 環 境 モ ニ タ リ ン グ 計 画 が 作 成 さ れ た 1 案 件 に つ 
い て、 環 境 管 理 計 画 及 び 環 境 モ ニ タ リ ン グ 計 画 の 中 で、 環 境 へ の 影 響 が 記 載 さ れ て い 
た （ P.10 ）、 と 判 断 し た ⼀ ⽅ で、 こ れ を ガ イ ド ラ イ ン 上 ESIA 報 告 書 で は な い と JBIC が 
判 断 し た 理 由 は 何 か。 な お、 ガ イ ド ラ イ ン 上、 ESIA 報 告 書 の 名 称 は 現 地 制 度 に 依 拠 す 
る も の で は な い と 理 解 し て い る。   

5. ESIA 報 告 書 が 公 開 さ れ な かっ た 1 案 件 （ P.10 ） に つ い て、 「公 開 の 要 望 が あっ た 場 合 
は 当 局 に よ り 情 報 提 供 が 可 能 と さ れ て い る」 と あ る が、 現 地 事 務 所 等 で 要 望 が あ れ ば 
閲 覧・ 複 写 が 可 能 な 状 態 と い う こ と か。 そ れ と も 質 問 内 容 を ⼝ 頭 で 返 答 し て い る と い 
う 意 味 か。 ま た、 要 望 件 数、 開 ⽰ 件 数 は そ れ ぞ れ 何 件 か。   

6. ESIA 報 告 書 が 作 成 さ れ た 5 案 件 （ P.10 ） は、 各 案 件 の ESIA 報 告 書 が 貴 ⾏ ウェ ブ サ イ ト 
上 で 公 開 さ れ て い る か。 ま た、 環 境 管 理 計 画 及 び 環 境 モ ニ タ リ ン グ 計 画 が 作 成 さ れ た 
案 件 （ P.10 ） に つ い て は、 各 ⽂ 書 が 貴 ⾏ ウェ ブ サ イ ト 上 に 公 開 さ れ て い る か。   



7. 脚 注 4 （ P.10 ） に よ れ ば、 ESIA 報 告 書 が 作 成 さ れ た 5 案 件 の 中 で、 「概 要」、 「政 策 
的、 法 的、 及 び ⾏ 政 的 枠 組 み」、 「代 替 案 の 分 析」 に 係 る 記 載 が な い 案 件 が 存 在 し た 
と の こ と で あ る が、 こ れ ら 記 載 が な かっ た 項 ⽬ に つ い て は、 貴 ⾏ の ウェ ブ サ イ ト 上 に 
関 連 情 報 が ⼀ 切 公 開 さ れ な かっ た と い う こ と か。 あ る い は、 貴 ⾏ が 質 問 状 ／ 現 地 実 査 
を 通 じ て 事 業 者 に 確 認 し た 情 報 や 貴 ⾏ が ⼊ ⼿ し た そ の 他 の ⽂ 書 に つ い て、 貴 ⾏ の ウェ 
ブ サ イ ト 上 に 公 開 さ れ て い る か。   

8. 「当 該 案 件 に 対 し て 特 段 の 苦 情 や 反 対 運 動 は 発 ⽣ し て い な い」 （ P.3 ） と 記 載 す る ⼀ ⽅ 
で、 建 設 業 者 を 相 ⼿ 取っ た 訴 訟 （ P.7 ） や 第 三 者 か ら の 指 摘 （ P.9 ） で 苦 情 が 寄 せ ら れ 
て い る よ う に ⾒ 受 け ら れ る が、 記 載 が ⽭ 盾 し て い な い か。   

9. 騒 ⾳ の 基 準 超 過 が 確 認 さ れ た 2 案 件 の う ち、 移 転 対 象 地 域 に 国 際 的 な ガ イ ド ラ イ ン 値 
を 超 過 す る こ と が ⾒ 込 ま れ る 住 居 が 存 在 す る こ と が 確 認 さ れ た 案 件 （ P.6 ） で は、 当 該 
住 居 に 住 む 住 ⺠ が 移 転 を 拒 否 し た 場 合 の 対 応 策 は あ る の か。   

10. 作 業 員 の 中 の ⼀ 定 割 合 を 地 元 住 ⺠ か ら 雇 ⽤ し て い る （ P.6 ） と あ る が、 各 案 件 に つ い て 
事 業 稼 働 前 （建 設 時） の 地 元 雇 ⽤ と 稼 働 後 の 地 元 雇 ⽤ の 割 合 は そ れ ぞ れ ど の 程 度 か。 
⼀ 般 に 建 設 時 の 雇 ⽤ は ⼀ 時 的 な も の で あ る ケー ス が 多 く、 地 域 の 雇 ⽤ ⾯ で の 貢 献 は 短 
期 か つ 限 定 的 で あ る と 理 解 し て い る。   

11. 社 会 的 弱 者 へ の 配 慮 が 確 認 さ れ た 2 案 件 （ P.7 ） に つ い て、 ⽣ 計 回 復 計 画 の 優 先 適 ⽤ は 
ど の よ う な 判 断 基 準 で ⾏ わ れ た の か。 職 業 訓 練 等 を 受 け た 被 影 響 住 ⺠ は そ の 後、 ⽣ 計 
回 復 に お い て 関 連 す る 技 術 を 活 か す こ と が で き た か。   

12. ⾮ ⾃ 発 的 住 ⺠ 移 転 及 び ⽣ 計 ⼿ 段 の 喪 失 が ⽣ じ た 2 案 件 （ P.8 ） に つ い て、 以 下 の 点 を 教 
え て 頂 き た い。   

a. 再 取 得 価 格 に 基 づ い た も の か。   
b. 補 償 が 事 前 に ⽀ 払 わ れ た か。   
c. 以 前 の ⽣ 活 ⽔ 準 や 収 ⼊ 機 会、 ⽣ 産 ⽔ 準 よ り 改 善 ま た は 少 な く と も 回 復 し た 
か。   

d. 住 ⺠ 移 転 計 画 及 び コ ミュ ニ ティ 開 発 計 画 等 の 公 開 の 有 無 ／ ⽅ 法・ ⾔ 語・ 主 な 
項 ⽬ ／ 内 容   

e. 対 象 者 と の 協 議 の 有 無・ ⽅ 法・ 内 容・ 対 応 策・ 協 議 記 録 の 有 無   
f. 緩 和 策 や 補 償 に 関 す る 対 象 者 と の 合 意 の 有 無   
g. 移 転・ 補 償・ ⽣ 活 再 建 に 係 る 対 象 者 か ら の 苦 情 の 有 無   
h. 移 転・ 補 償・ ⽣ 活 再 建 に 係 る 交 渉 に お け る 対 象 者 へ の 脅 迫、 強 制、 差 別、 ⼲ 
渉、 意 識 操 作 等 の 有 無   

13. モ ニ タ リ ン グ 結 果 を 公 開 し て い な い 3 案 件 （ P.9 ） に つ い て、 「事 業 者 ⾃ ら モ ニ タ リ ン 
グ 結 果 を ⼀ 般 公 開 す る こ と は 計 画 さ れ て い な い が、 要 請 に 応 じ て 適 切 に 対 応 す る こ と 
と し て い る」 と あ る が、 現 地 事 務 所 等 で 要 望 が あ れ ば 閲 覧・ 複 写 が 可 能 な 状 態 と い う 
こ と か。 そ れ と も 質 問 内 容 を ⼝ 頭 で 返 答 し て い る と い う 意 味 か。 ま た、 要 請 件 数、 開 
⽰ 件 数 は そ れ ぞ れ 何 件 か。   

14. 各 案 件 の ESIA の ⾔ 語 （ P.9 ） に つ い て、 「プ ロ ジェ ク ト 実 施 国 の 公 ⽤ 語 も し く は 広 く 
利 ⽤ さ れ て い る ⾔ 語 で 作 成 さ れ て い た」 と あ る が、 公 ⽤ 語 で 作 成 さ れ た 案 件 と 広 く 利 
⽤ さ れ て い る ⾔ 語 で 作 成 さ れ た 案 件 は そ れ ぞ れ 何 件 か。   

  
  
  


